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犬やネコなどペットのフンのあと始末は、飼い主が責任を持って行いましょう！

国
民
健
康
保
険
の
所
得
申
告

　

国
民
健
康
保
険
料
を
算
定
す

る
た
め
に
、
令
和
５
年
分
の
所

得
申
告
が
必
要
な
か
た
へ
所
得

申
告
書
を
送
付
し
ま
す
。
期
限

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

(

郵
送
可)

期
限　

５
月
20
日(

月)

申
告
・
問
合
せ
先　

保
険
年
金

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２

７
１

国
民
年
金

◆
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り

ま
せ
ん
か

　

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
続
く

と
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
や

障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年

金
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

今
年
度
の
保
険
料
は
、
月
額

１
万
６
９
８
０
円
で
す
。
納
め

た
保
険
料
は
、
全
額
が
社
会
保

険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
、
税

金
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

納
付
が
済
ん
で
い
な
い
か
た

は
必
ず
納
め
て
く
だ
さ
い
。
納

め
忘
れ
が
な
く
、
納
付
の
手
間

が
か
か
ら
な
い
口
座
振
替
や
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付

も
で
き
ま
す
。

問
合
せ
先　

貝
塚
年
金
事
務
所

☎
０
７
２
・
４
３
１
・
１
１
２
２

◆
任
意
加
入
制
度

　

日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
か
た(

厚
生
年
金
保
険

加
入
者
な
ど
を
除
く)

は
国
民

年
金
に
加
入
し
、
40
年
間
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
で
満
額
の
老

齢
基
礎
年
金
を
65
歳
か
ら
受
給

で
き
ま
す
。

　

し
か
し
過
去
に
、
国
民
年
金

へ
の
未
加
入
や
保
険
料
を
納
め

忘
れ
た
期
間
、
免
除
・
猶
予
さ

れ
た
期
間
が
あ
る
た
め
に
満
額

の
老
齢
基
礎
年
金(

今
年
度
は

年
額
81
万
６
０
０
０
円)

を
受

給
で
き
な
い
か
た
や
、
受
給
資

格
期
間(

原
則
10
年
以
上)

を
満

た
し
て
い
な
い
か
た
な
ど
は
、

申
出
に
よ
り
60
歳
以
降
で
も
任

意
加
入
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
任
意
加
入
の
期
間

は
、
申
出
月
か
ら
、
年
金
額
を

増
や
し
た
い
か
た
は
65
歳
ま
で
、

受
給
資
格
期
間
を
満
た
し
て
い

な
い
か
た
は
70
歳
ま
で
で
す
。

問
合
せ
先　

保
険
年
金
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２
７
４

◆
保
険
料
の
法
定
免
除
制
度

　

次
の
か
た
は
、
届
出
に
よ
り

国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ

ま
す
。

①
生
活
保
護
の
生
活
扶
助
を
受

け
て
い
る
か
た

②
障
害
基
礎
年
金
な
ら
び
に
被

用
者
年
金
の
障
害
年
金(

２
級

以
上)

を
受
け
て
い
る
か
た

③
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
な

ど
で
療
養
し
て
い
る
か
た

　

該
当
す
る
か
た
は
「
国
民
年

金
保
険
料
免
除
事
由(

該
当
・

消
滅)

届
」
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い(

該
当
し
な
く
な
っ
た
場

合
も
同
じ
届
出
が
必
要)

。

　

な
お
、
免
除
期
間
の
老
齢
基

礎
年
金
の
額
は
、
平
成
21
年
３

月
以
前
の
期
間
は
１
カ
月
あ
た

り
３
分
の
１
、
平
成
21
年
４
月

以
降
の
期
間
は
１
カ
月
あ
た
り

２
分
の
１
で
計
算
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ
先　

保
険
年
金
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
２
７
４

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢

者
医
療
の
夜
間
相
談

日
時　

５
月
27

日(

月)

午
後
５

時
30
分
～
８
時

内
容　

国
民
健

康

保

険

の

加

入
・
脱
退
の
届

出
、
国
民
健
康
保
険
料
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
相

談
な
ど

場
所
・
問
合
せ
先　

保
険
年
金

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２

７
０
／
７
２
７
１　

保
険
・
年
金

今
年
度 

市
・
府
民
税
納
税

通
知
書
を
発
送

　

納
付
書
ま
た

は
口
座
振
替
で

市
・
府
民
税
を

納
付
し
て
い
る

か
た
へ
、
納
税

通
知
書
を
６
月

上
旬
に
発
送
し

ま
す
。

　

所
得
税
の
確
定
申
告
期
限
を

延
長
し
た
か
た
は
、
確
定
申
告

書
の
内
容
が
納
税
通
知
書
に
反

映
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

６
月
以
降
に
課
税
や
税
額
変
更

な
ど
を
行
い
、
納
税
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
不
慮
の
災
害
・
解
雇

な
ど
の
理
由
で
、
市
・
府
民
税

の
納
付
が
困
難
な
か
た
に
は
、

一
定
の
要
件
に
該
当
す
れ
ば
税

額
を
減
免
で
き
る
制
度(

減
免

申
請
は
各
納
期
の
末
日
ま
で)

が
あ
り
ま
す
。

◆
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

(

引
き
落
し)

　

４
月
１
日
現
在
65
歳
以
上
の

か
た
は
、
年
金
か
ら
市
・
府
民

税
が
引
き
落
と
さ
れ
ま
す
。

(

年
金
か
ら
介
護
保
険
料
が
引

き
落
と
さ
れ
て
い
な
い
か
た
な

ど
は
対
象
外)

　

今
年
度
、
新
た
に
対
象
に

な
っ
た
か
た
や
前
年
度
に
引
き

落
し
が
停
止
に
な
っ
た
か
た
は
、

10
月
分
の
年
金
か
ら
引
き
落
し

が
始
ま
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
、

納
付
書
・
口
座
振
替
で
納
め
て

く
だ
さ
い
。
年
金
以
外
の
所
得

に
対
す
る
税
額
は
、
納
付
書
・

口
座
振
替
・
給
与
引
き
落
し
で

納
税
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
納
税
通
知
書
に
同

封
す
る
書
類
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

課
税
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
２
５
０

　

今
年
度
市
税
の
納
期

　　

市
税
は
必
ず
納
期
限
ま
で
に

納
め
ま
し
ょ
う
。

◆
納
付
方
法

　

金
融
機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
の
ほ

か
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

決
済
な
ど
も
利
用
で
き
ま
す
。

　

領
収
証
書
が
必
要
な
場
合
は

金
融
機
関
の
窓
口
や
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
ほ
か
便
利
で
確
実
な
口

座
振
替
納
付
も
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
申
込
期
日(

各
納
期
月
の

前
月
10
日)
ま
で
に
、
口
座
振

替
取
扱
金
融
機
関
で
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
市
内
の

口
座
振
替
取
扱
金
融
機
関
ま
た

は
納
税
課
に
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

納
税
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
２
６
１

◆
納
付
相
談

　

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
早

め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
・
問
合
せ
先　

納
税
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２
６

０

軽
自
動
車
の
車
検
用
納
税

証
明
書
の
送
付
を
廃
止

　　

軽
自
動
車
税
納
付
確
認
シ
ス

テ
ム(

軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ)

運
用
開
始

に
伴
い
、
三
輪
以
上
の
軽
自
動

車
に
つ
い
て
は
、
車
検
時
に
納

税
証
明
書
の
提
示
が
原
則
不
要

と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
車
検
対
象
車
の

軽
自
動
車
税
を
口
座
振
替
に
て

納
付
さ
れ
た
か
た
へ
送
付
し
て

い
た
「
口
座
振
替
済
通
知
書
及

び
納
税
証
明
書
」
の
送
付
を
令

和
６
年
度
か
ら
廃
止
し
ま
す
。

　

な
お
、
納
税
証
明
書
の
提
示

が
必
要
な
二
輪
の
小
型
自
動
車

(

総
排
気
量
２
５
０
㏄
超)

に
つ

い
て
は
、
口
座
振
替
さ
れ
た
か

た
へ
納
税
証
明
書
を
６
月
中
旬

頃
に
送
付
し
ま
す
。

問
合
せ
先　

納
税
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
２
６
１

自
動
車
税（
種
別
割
）
の

納
期
限
は
５
月
31
日（
金
）

問
合
せ
先　

大
阪
府
自
動
車
税

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
０
５
７

０
・
０
２
０
１
５
６

税

納期月

５月

６月

７月

８月

10月

11月

12月

１月

固定資産税・都市計画税(１期)、軽自動車税(種別割)

市・府民税(１期)

固定資産税・都市計画税(２期)

市・府民税(２期)

市・府民税(３期)

固定資産税・都市計画税(３期)

市・府民税(４期)

固定資産税・都市計画税(４期)

内　　容

今
月
の
納
期
限
は
、

５
月
31
日(

金)

で
す
！　

貝
塚
市
職
員

　

詳

し

く

は

、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

①
事
務
職
上
級
Ａ　

５
人
程
度

　

平
成
元
年
４
月
２
日
～
14
年

４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
か
た

②
事
務
職
上
級
Ｂ　

５
人
程
度

　

平
成
６
年
４
月
２
日
～
15
年

４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
か
た

③
技
術
職
土
木　

計
５
人
程
度

　

い
ず
れ
も
土
木
の
専
門
知
識

な
ど
条
件
が
あ
り
ま
す
。

上
級

：

昭
和
49
年
４
月
２
日
～

平
成
15
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ

た
か
た

中
級

：

平
成
15
年
４
月
２
日
～

17
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
か

た④
技
術
職
化
学　

１
人

　

化
学
の
専
門
知
識
な
ど
条
件

が
あ
り
ま
す
。

上
級

：

昭
和
49
年
４
月
２
日
～

平
成
15
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ

た
か
た

⑤
保
育
教
諭　

１
人

　

平
成
６
年
４
月
２
日
～
17
年

４
月
１
日
に
生
ま
れ
、
保
育
士

資
格
と
幼
稚
園
教
諭
普
通
免
許

の
両
方
を
取
得
し
た
、
ま
た
は

令
和
６
年
10
月
ま
で
に
取
得
見

込
み
の
か
た

⑥
水
道
工
員　

１
人

　

平
成
元
年
４
月
２
日
～
18
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
、
普

通
自
動
車
運
転
免
許
が
あ
る
、

ま
た
は
令
和
６
年
10
月
ま
で
に

取
得
見
込
み
の
か
た

⑦
土
木
工
員　

１
人

　

平
成
元
年
４
月
２
日
～
18
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
、
普

通
自
動
車
運
転
免
許
が
あ
る
、

ま
た
は
令
和
６
年
10
月
ま
で
に

取
得
見
込
み
の
か
た

⑧
消
防
職
上
級　

２
人

　

日
本
国
籍
が
あ
り
、
平
成
10

年
４
月
２
日
～
14
年
４
月
１
日

に
生
ま
れ
、
職
務
遂
行
に
必
要

な
体
力
が
あ
り
健
康
な
か
た

①
～
⑧
い
ず
れ
も

申
込　

５
月
31
日(

金)

ま
で
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

１
次
試
験
日　

６
月
７
日(

金)

～
16
日(

日)

採
用
日　

職
種
に
よ
り
令
和
６

年
10
月
ま
た
は
７
年
４
月

◆
技
術
職
上
級（
経
験
者
）

　

計
５
人
程
度

　

昭
和
49
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
、
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
か
た

①
民
間
企
業
な
ど
で
建
設
事
業

の
計
画
・
調
査
・
立
案
・
助
言

お
よ
び
建
設
工
事
の
設
計
・
監

理
業
務(

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
な
ど
業
務)

の
い
ず
れ
か
に

従
事
ま
た
は
管
理
経
験
が
あ
る

②
土
木
の
専
門
知
識
の
資
格
が

人
材
募
集

あ
る

申
込　

随
時(

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
み)

採
用
日　

令
和
６
年
度
中

問
合
せ
先　

人
事
課
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
３
２
４

会
計
年
度
任
用
職
員

　

詳
し
く
は
、
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

◆
給
食
調
理
員　

１
人

　

昭
和
38
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
、
令
和
６
年
４
月
30
日

時
点
で
調
理
業
務
に
３
カ
月
以

上
従
事
し
た
経
験
が
あ
る
か
た

申
込
期
間　

５
月
13
日(

月)

～

21
日(

火)

試
験
日　

６
月
２
日(

日)

試
験
内
容　

基
礎
能
力
試
験
・

個
人
面
接
試
験

採
用
日　

８
月
26
日(

月)

申
込
・
問
合
せ
先　

教
育
総
務

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
１

０
６

貝
塚
病
院
正
職
員

　

詳

し

く

は

、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
看
護
師　

若
干
名

　

昭
和
60
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
、
看
護
師
免
許
が
あ
る

か
た

◆
理
学
療
法
士　

１
人

　

平
成
７
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
、
理
学
療
法
士
免
許
が

あ
る
か
た

◎
い
ず
れ
も

申
込
期
限　

12
月
27
日(

金)

試
験
日　

申
込
受
付
後
、
２
週

間
以
内
に
調
整
し
決
定

試
験
内
容　

１
次：

口
頭
試
問

２
次：

個
人
面
接
試
験

採
用
日　

採
用
試
験
合
格
決
定

日
の
翌
々
月
１
日

※
合
格
者
数
が
採
用
予
定
者
数

に
達
し
た
場
合
は
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